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1【論点 a】予備力７％全てを一般送配電事業者が確保することの妥当性（補足）

ｏ 改正電気事業法において、小売電気事業者については、自らの需要に応じるための供給力

確保を義務付けられております。しかし、自らの需要変動や電源トラブルに応じる予備力を

どの程度確保すべきか明示されていないこと、また、供給計画（年間計画）上においても、

調達先未定の提出が可能であることなどから、年間段階において、偶発的需給変動に対応す

るために、小売事業者と送配電事業者で、必要な予備力７％が確保される担保が無いと考え

ております。

ｏ 従いまして、新制度において安定供給を維持するため、予備力の確保量は送配電と小売が

重複することとなっても、まずは、一般送配電事業者が７％相当の予備力を自ら確保すべき

であり、当該コストについては、託送料金原価に算入し、適切に回収させて頂きたいと考え

ております。



2【論点 c】異燃種間持替に各燃種の平均単価値差を適用する理由（補足）

【持ち替え時間帯における部分負荷運転比率（H24～H26年度平均）】

【調整力確保のための運転状況（イメージ）】
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ｏ 異燃種間の持ち替え実績を見ると、調整力を確保するため、各燃種の高値Ｇ、安値Ｇとも

に部分負荷運転を行っていることが多く、例えば、石油⇔LNG(従来型)の持ち替え実績は、

必ずしも、石油の安値ＧとLNG(従来型)の高値Ｇの持ち替えとはなっておりません。

ｏ したがって、燃種間の単価差設定にあたっては、運用の実態を反映して、燃種ごとの平均

単価を用いる算定方法が妥当と考えております。
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